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「物流革新に向けた政策パッケージ」 （R5.6.2）
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物流革新緊急パッケージ （R5.10.6）
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物流革新緊急パッケージ （R5.10.6）
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】

〇物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年４月
から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

背景・必要性

改正法の概要

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性（右図）。
・ 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導入＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による交付等を義務
付け＊2 。
〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
＊2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

【目標・効果】 物流の持続的成長
【KPI】 施行後3年で（2019年度比） ○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減

○積載率向上による輸送能力の増加 16パーセント増加

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
〇上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、
中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉
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新物効法の施行に向けた３省審議会の合同会議のとりまとめのポイント

出展：令和6年12月25日開催「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」提出資料 5

← 令和７年４月１日施行



出展：令和6年12月25日開催「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」提出資料 6

新物効法の施行に向けた３省審議会合同会議のとりまとめのポイント

← 令和７年４月１日施行

← 令和８年４月施行予定



新たな標準的運賃 （Ｒ６．３～）
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新たな標準的運賃 （Ｒ６．３～）



トラック・物流Ｇメンへの改組と体制の拡充

出展：令和6年12月25日開催「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」提出資料
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トラック・物流Gメンの活動実績（R6年12月末時点）

⇒計1,565件の法的措置を実施

今般「働きかけ」「要請」「勧告」の対象となった荷主等についてはフォローアップを継続し、改善が図られ
ない場合は更なる法的措置の実施も含め厳正に対処。

トラック・物流Gメンによる荷主等への是正指導の取組結果

〈ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数〉

勧告 4件 （荷主2、元請1、その他1）

要請 183件 （荷主94、元請83、その他6）

働きかけ 1,378件 （荷主942、元請399、その他37）

働きかけ等の累計実施件数（令和6年12月末時点）
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集中監視月間（令和6年11月・12月）における近畿運輸局での取組結果について
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「勧告」の例（製造業）
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勧告の例（元請事業者）
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トラック・物流Ｇメンの活動
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現場周辺で待機しているトラックを確
認した場合は、状況を記録し情報収
集に役立てる

長時間の荷待ち等情報があった物流
施設だけでなく、周辺の物流施設も
含め現場の状況確認

可能な限り物流施設に立ち寄り、チラ
シを配付し、トラックＧメンの制度等
を周知

物流施設等の現場確認（荷主パトロール）



トラック・物流Ｇメンの活動
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実施日時：令和７年３月６日（水）

１１：００～１３：００

場所：山陽自動車道 三木Ｓ．Ａ．（下り線）

当日は30名のドライバーへ周知活動を行った

周知活動の目的

・ 物流現場を知るため

・ 違反原因行為の情報収集

・ トラックＧメンの認知度向上
写真は後日


